
（資料様式３）　　　 令和     年度介護職員処遇改善加算充当確認表

【基本給】

改善額

事業所名 職種 氏名 ２月 ３月 ４月 ５月 ～ ３月 ４月 合計　Ｂ Ｂ-Ａ*12

○○事業所 介護職員 職員１ 183,000 2,196,000 190,000 190,000 190,000 190,000 2,280,000 84,000
○○事業所 介護職員兼看護職員 職員２ 200,000 2,400,000 205,000 205,000 205,000 205,000 2,460,000 60,000
○○事業所 介護職員 職員３ 0 0

中略 0 0
○○事業所 介護職員 職員２９ 0 0
○○事業所 介護職員 職員３０ 0 0

合計 383,000 4,596,000 0 0 395,000 395,000 395,000 395,000 0 4,740,000 144,000

【一時金】

改善額

事業所名 職種 氏名 ２月 ３月 ４月 ５月 ～ ３月 ４月 合計　Ｂ Ｂ-Ａ*12

○○事業所 介護職員 職員１ 60,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員兼看護職員 職員２ 60,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員 職員３ 0 0

中略 0 0
○○事業所 介護職員 職員２９ 0 0
○○事業所 介護職員 職員３０ 0 0

合計 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000 120,000

【賞与】

改善額

事業所名 職種 氏名 ２月 ３月 ４月 ５月 ～ ３月 ４月 合計　Ｂ Ｂ-Ａ*12

○○事業所 介護職員 職員１ 30,000 30,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員兼看護職員 職員２ 30,000 30,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員 職員３ 0 0

中略 0 0
○○事業所 介護職員 職員２９ 0 0
○○事業所 介護職員 職員３０ 0 0

合計 0 0 60,000 0 0 60,000 0 120,000 120,000

【（　　　　　）手当】・・・手当の名称を記載すること。

改善額

事業所名 職種 氏名 ２月 ３月 ４月 ５月 ～ ３月 ４月 合計　Ｂ Ｂ-Ａ*12

○○事業所 介護職員 職員１ 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員兼看護職員 職員２ 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員 職員３ 0 0

中略 0 0
○○事業所 介護職員 職員２９ 0 0
○○事業所 介護職員 職員３０ 0 0

合計 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 120,000 120,000

【その他（　　　　　）】

改善額

事業所名 職種 氏名 ２月 ３月 ４月 ５月 ～ ３月 ４月 合計　Ｂ Ｂ-Ａ*12

○○事業所 介護職員 職員１ 0 0 60,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員兼看護職員 職員２ 0 0 60,000 60,000 60,000
○○事業所 介護職員 職員３ 0 0

中略 0 0
○○事業所 介護職員 職員２９ 0 0
○○事業所 介護職員 職員３０ 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 120,000 120,000

支給額

平成23年度末の給
与水準から介護職
員処遇改善交付金
分を差し引いた額
（月額）　Ａ

　Ａ＊１２

支給額

0

平成23年度末の給
与水準から介護職
員処遇改善交付金
分を差し引いた額
（月額）　Ａ

　Ａ＊１２

0

平成23年度末の給与水準から介護職員
処遇改善交付金分を差し引いた額

支給額平成23年度末の給
与水準から介護職
員処遇改善交付金
分を差し引いた額
（月額）　Ａ

　Ａ＊１２

支給額
平成23年度末の給与水準から介護職員
処遇改善交付金分を差し引いた額

支給額

○職員毎に平均賃金月額を記入すること。

○新規採用等の場合、年齢・経験等を考慮し適用した賃金月額を

記入すること

【計算方法】
基準となる前年度の額（月額）×１２（ケ月） ○改善合計額は、充当表のそれぞれの項目額と一致

○一時金、賞与については、それぞれ支給月に記入すること。

○充当確認表は、賃金改善方法に応じて該当するもののみ作成すること。
○賃金改善の額は算定が容易で、経理事務上最も負担が少ないのは月額で支給する手当の新設・増額、一時金による方法

○事業者負担による法定福利費に加算を充当する場合は、別途【事業者負担による法定福利費】の作成を行って下さい。

○職種は介護職員であること（発令・勤務実態等）を確認してください。


